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ホットラインについて

【資料-７】

令和８年度 遠賀川流域治水協議会
遠賀川圏域大規模氾濫減災協議会

（合同開催）
令和８年５月１８日
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水
位

河川水位
(新規)レベル5氾濫特別警報

（切迫）

河川水位に応じた防災情報の発信

氾濫危険水位

避難判断水位

氾濫注意水位

水防団待機水位

レベル３以上で情報提供

レベル4氾濫危険警報
氾濫危険情報
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レベル3氾濫警報【発表】
（氾濫警戒情報）

氾濫発生水位

レベル５氾濫特別警報
（氾濫発生情報）

ホットラインタイミング

従来の氾濫発生を現認した時点に加え、予測水位等の情報から
「氾濫発生水位」に到達することの蓋然性が高まった時には
レベル5氾濫特別警報（切迫）を発令する運用が追加されました。

イメージ図
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実際のホットラインペーパーと情報提供する内容



ホットラインで聞くこと・聞かれること

①観点：命を繋ぐための物資を孤立集落に提供するための情報交換

【交換する主な情報】

【交換する主な情報】

②観点：避難生活での環境悪化による関連死を防ぐための情報交換

ライフラインや生活必需品等の避難者の困り事に関する以下の情報

・ライフライン（電気、ガス、水道、通信 等）

・生活必需品（水、食料、毛布 等）

孤立集落があり、移動手段が途絶している場合→
ライフラインや備蓄食料の状況等必要な支援に繋げるために必要な以下の情報
・孤立集落の状況（場所、人数 等）
・現場の状況（浸水、土砂崩れ、道路の損傷 等）
・備蓄食料
etc....

4

国土交通省 九州地方整備局
遠賀川河川事務所


